
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年８月９日

【四半期会計期間】 第71期第１四半期（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

【会社名】 株式会社光陽社

【英訳名】 KOYOSHA INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　犬養　岬太

【本店の所在の場所】 東京都文京区湯島二丁目16番16号

【電話番号】 東京（０３）５６１５－９０６１（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役業務本部長　冨　正俊

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区湯島二丁目16番16号

【電話番号】 東京（０３）５６１５－９０６１（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役業務本部長　冨　正俊

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

株式会社光陽社(E00711)

四半期報告書

 1/13



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第70期

第１四半期
累計期間

第71期
第１四半期
累計期間

第70期

会計期間
自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日

売上高 (千円） 970,076 1,035,093 4,299,465

経常利益 (千円） 4,906 32,492 176,487

四半期（当期）純利益 (千円） 387 15,790 459,724

持分法を適用した場合の投資利益 (千円） － － －

資本金 (千円） 1,928,959 100,000 100,000

発行済株式総数 (株） 13,392,000 1,400,100 1,400,100

純資産額 (千円） 2,004,013 2,191,487 2,565,942

総資産額 (千円） 4,248,341 4,147,792 4,489,065

１株当たり四半期（当期）純利益 (円） 0.30 12.02 342.26

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
(円） － － －

１株当たり配当額 (円） － － －

自己資本比率 (％） 47.2 52.8 57.2

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

４．平成29年10月１日付で10株を１株とする株式併合を実施したため、前事業年度の期首に当該株式併合が行わ

れたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社及び関係会社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告

書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）財政状態及び経営成績の状況

経営成績の状況及び分析

　当第１四半期累計期間において、当社は、お客様のニーズに応えるべく、引き続き営業力・提案力の強化を図

り、新規顧客の開拓と既存顧客の深耕に、より一層注力するとともに、生産効率の向上、更なる内製化の推進によ

り、売上の拡大、収益性の改善に取り組んでまいりました。

　この結果、当第１四半期累計期間における売上高は10億35百万円（前年同四半期比6.7％増）となりました。そ

の内訳は、写真製版売上高２億15百万円（前年同四半期比0.6％増）、印刷売上高８億１百万円（前年同四半期比

9.4％増）、商品売上高18百万円（前年同四半期比22.7％減）となりました。写真製版売上高は微増、商品売上高

は減収となりましたが、売上の主柱である印刷売上高につきましては、新規顧客の開拓と既存顧客の深耕により増

収となり、売上高全体としては増収となりました。

　損益面につきましては、営業利益25百万円（前年同四半期比952.5％増）、経常利益32百万円（前年同四半期比

562.2％増）、四半期純利益15百万円（前年同四半期は四半期純利益０百万円）となりました。

 

財政状態の状況及び分析

　当第１四半期会計期間末における総資産は41億47百万円となり、前事業年度末に比べて、３億41百万円減少しま

した。流動資産は27億34百万円となり、前事業年度末に比べて２億82百万円の減少となりました。これは主に、現

金及び預金が１億47百万円、売掛金が１億21百万円、預け金が１億円、受取手形が39百万円減少した一方で、有価

証券が１億円、仕掛品が21百万円増加したことによるものです。固定資産は14億13百万円となり、前事業年度末に

比べて59百万円減少しました。これは主に、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の減価償却費40百

万円の計上による減少、繰延税金資産の減少16百万円によるものです。

　当第１四半期会計期間末における負債合計は19億56百万円となり、前事業年度末に比べて、33百万円の増加とな

りました。流動負債は９億80百万円となり、前事業年度末に比べて47百万円の増加となりました。これは主に、支

払手形が45百万円、賞与引当金が35百万円、未払消費税等が６百万円、未払費用が５百万円、前受金が４百万円増

加した一方で、買掛金が49百万円減少したことによるものです。固定負債は９億75百万円となり、前事業年度末に

比べて14百万円の減少となりました。これは主に、金融機関への返済により長期借入金が21百万円減少した一方

で、退職給付引当金が７百万円増加したことによるものです。

　当第１四半期会計期間末における純資産合計は21億91百万円となり、前事業年度末に比べ３億74百万円の減少と

なりました。これは主に、平成30年６月７日に実施した自己株式の取得（取得価額の総額３億90百万円）による減

少と、利益剰余金の増加15百万円によるものです。

 

(2）経営方針、経営戦略等

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

 

(4）研究開発活動

　当第１四半期累計期間の研究開発費は１百万円であります。なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究

開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 5,000,000

計 5,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成30年６月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成30年８月９日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,400,100 1,400,100
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

100株

計 1,400,100 1,400,100 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成30年４月１日～

平成30年６月30日
－ 1,400,100 － 100,000 － 100,000

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成30年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

平成30年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式         33,800
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式      1,358,400 13,584 －

単元未満株式 普通株式          7,900 － －

発行済株式総数 1,400,100 － －

総株主の議決権 － 13,584 －

（注）平成30年６月７日に実施した自己株式の取得（取得した株式の総数250,000株）などにより、平成30年６月当第

１四半期会計期間末において、実質的に所有している自己株式数は283,820株であります。

 

②【自己株式等】

平成30年６月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社光陽社

東京都文京区湯島二丁目

16番16号
33,800 － 33,800 2.41

計 － 33,800 － 33,800 2.41

（注）平成30年６月７日に実施した自己株式の取得（取得した株式の総数250,000株）などにより、平成30年６月当第

１四半期会計期間末において、実質的に所有している自己株式数は283,820株であります。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成30年４月１日から平成30

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、太陽有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,710,085 1,562,274

受取手形 ※２ 224,337 ※２ 184,911

電子記録債権 130,381 128,083

売掛金 657,544 536,028

有価証券 － 100,000

仕掛品 92,493 114,059

商品 7,262 7,555

原材料 13,061 13,218

貯蔵品 8,435 7,472

預け金 100,000 －

前払費用 40,678 43,588

未収還付法人税等 29,699 30,432

その他 4,179 7,865

貸倒引当金 △1,376 △800

流動資産合計 3,016,780 2,734,688

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 673,999 660,526

構築物（純額） 1,034 1,001

機械及び装置（純額） 265,838 244,841

車両運搬具（純額） 2,921 2,310

工具、器具及び備品（純額） 24,357 22,784

土地 209,412 209,412

有形固定資産合計 1,177,564 1,140,877

無形固定資産   

商標権 316 301

ソフトウエア 8,820 7,966

電話加入権 1,652 1,652

無形固定資産合計 10,790 9,921

投資その他の資産   

投資有価証券 6,082 6,498

出資金 60 60

破産更生債権等 3,547 3,457

長期前払費用 94,251 91,116

保険積立金 72,049 72,049

差入保証金 26,008 23,436

繰延税金資産 84,531 68,197

その他 947 947

貸倒引当金 △3,547 △3,457

投資その他の資産合計 283,930 262,305

固定資産合計 1,472,285 1,413,103

資産合計 4,489,065 4,147,792
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成30年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形 378,256 423,802

買掛金 265,291 216,117

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 92,438 ※１ 89,315

未払金 40,179 40,674

未払費用 29,565 34,993

未払法人税等 － 2,212

未払消費税等 22,243 29,058

前受金 22,131 26,390

預り金 27,631 27,205

賞与引当金 55,066 90,990

設備関係支払手形 634 －

流動負債合計 933,438 980,759

固定負債   

長期借入金 ※１ 562,598 ※１ 541,058

退職給付引当金 427,086 434,487

固定負債合計 989,684 975,545

負債合計 1,923,123 1,956,304

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 2,111,916 2,111,916

利益剰余金 390,347 406,137

自己株式 △37,081 △427,598

株主資本合計 2,565,181 2,190,455

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 760 1,032

評価・換算差額等合計 760 1,032

純資産合計 2,565,942 2,191,487

負債純資産合計 4,489,065 4,147,792
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(2)【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  (単位：千円)

 
前第１四半期累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年６月30日)

売上高 970,076 1,035,093

売上原価 788,185 810,555

売上総利益 181,890 224,538

販売費及び一般管理費 179,442 198,765

営業利益 2,448 25,773

営業外収益   

受取利息 45 15

受取配当金 387 338

作業くず売却益 5,203 5,621

補助金収入 － 1,140

その他 2,035 1,548

営業外収益合計 7,671 8,665

営業外費用   

支払利息 1,453 1,195

支払補償費 1,017 431

障害者雇用納付金 1,700 300

貯蔵品売却損 1,037 －

その他 5 20

営業外費用合計 5,213 1,946

経常利益 4,906 32,492

特別利益   

固定資産売却益 － 1,699

特別利益合計 － 1,699

税引前四半期純利益 4,906 34,192

法人税、住民税及び事業税 3,943 2,212

法人税等調整額 575 16,189

法人税等合計 4,518 18,401

四半期純利益 387 15,790
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【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期

会計期間から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

 

（四半期貸借対照表関係）

　※１　財務制限条項等

前事業年度（平成30年３月31日）

　当社の借入金の内、株式会社日本政策金融公庫からの借入金407,900千円（１年内返済予定の長期

借入金36,168千円、長期借入金371,732千円）には財務制限条項が付されており、下記のいずれかに

該当した場合には、抵触が発生した事業年度の決算日の翌日に遡って本借入金債務の適用利率及び条

件違反時利率に0.3％を加算することがあります。

（条項）

・当社の減価償却前経常利益が２期連続して赤字となったとき。

・当社が、債務超過となったとき。

 

当第１四半期会計期間（平成30年６月30日）

　当社の借入金の内、株式会社日本政策金融公庫からの借入金398,858千円（１年内返済予定の長期

借入金36,168千円、長期借入金362,690千円）には財務制限条項が付されており、下記のいずれかに

該当した場合には、抵触が発生した事業年度の決算日の翌日に遡って本借入金債務の適用利率及び条

件違反時利率に0.3％を加算することがあります。

（条項）

・当社の減価償却前経常利益が２期連続して赤字となったとき。

・当社が、債務超過となったとき。

 

　※２　四半期会計期間末日満期手形

　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形は、次のとおりでありま

す。

 
前事業年度

（平成30年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成30年６月30日）

受取手形 20,667千円 21,417千円

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日）

減価償却費 44,582千円 40,247千円

 

（株主資本等関係）

　当社は、平成30年６月６日開催の取締役会決議に基づき、平成30年６月７日に自己株式250,000株の取得を行

いました。この結果、当第１四半期累計期間において自己株式が390,500千円増加し、当第１四半期会計期間末

において自己株式が427,598千円となっております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平

成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

　当社は印刷にかかる写真製版並びに関連製品を製造販売しており、これらの事業は単一事業であるため、記

載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目
前第１四半期累計期間

（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日）

１株当たり四半期純利益 ０円30銭 12円２銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（千円） 387 15,790

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 387 15,790

普通株式の期中平均株式数（千株） 1,305 1,314

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は、平成29年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を実施したため、前事業年度の期首に当

該株式併合が行われたと仮定し、「１株当たり四半期純利益」及び「普通株式の期中平均株式数（千株）」

を算定しております。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年８月９日

株式会社　光陽社

取締役会　御中

 

太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 大　兼 　　宏　章　 　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 古　市　　 岳　久　 　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社光陽社の

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第71期事業年度の第1四半期会計期間（平成30年4月1日から平成30年6月30日

まで）及び第1四半期累計期間（平成30年4月1日から平成30年6月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸

借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社光陽社の平成30年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する

第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

 

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

(注) １　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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